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都市自治体の調査研究活動
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　複雑かつ多様化する行政課題を解決するため、都市自治体職員の調査研究能力の向上や調査研究

技法の蓄積が急務となっている。そこで当センターでは、調査研究技法に関する意見交換等の場と

して、都市自治体における調査研究に関わる職員を対象にした、都市調査研究交流会を開催している。

　第4回目となる2017年度は、「都市自治体における調査研究を担う人材育成・専門性の確保」

をテーマに掲げ、2018年2月9日に開催した。本稿は、当日の基調講演及びパネルディスカッショ

ンの概要を取りまとめたものである。
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1　講演概要
　「自治体職員が調査研究に携わる
 きっかけづくりと支援」
 関東学院大学副学長／法学部教授
 出石　稔

　報告者は、22 年間、神奈川県の横須賀市
役所に勤めており、自治体職員の一人であっ
た。その後、大学では、政策法務を研究テー
マとしている。政策法務は、簡単に言うと、
自治体の課題解決のための、条例制定や法執
行の工夫について考えるものである。本日は、
自治体職員としての経験や、政策法務の研究
を通して私が考える、自治体職員による調査
研究の意義や課題についてお話しする。

（1）自治体の役割
　調査研究との関係で、まず整理したいのは、
自治体の役割とは何か、である。

　憲法 92 条では、「地方自治の本旨」という
言葉が出てくる。地方自治の本旨は、「団体
自治」と「住民自治」の二大原則から成り立
つと言われる。団体自治というのは、市とい
う基礎自治体の立場からいうならば、広域自
治体である都道府県や、あるいは国から、あ
あしろこうしろと命令されない、「自立」し
ているという意味である。一方、住民自治は、
地域のことは住民で決めましょう、というこ
とである。これは、同じ「ジリツ」でも「自
律」と書くものである。
　この二大原則で自治が担われるというの
が、憲法で保障されている。これを受け、憲
法 94 条では、「行政を執行する権能」と「条
例を制定する権能」、すなわち行政権と立法
権があるとされている。
　この行政を執行する権能、行政権はよく勘
違いされている。国から与えられた法律を執
行すると思われている場合が多いが、そうで
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はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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はない。法律の有無にかかわらず、団体自治、
住民自治の観点から、自治体が独立して、住
民代表である市長の下で決める。そして、そ
の政策を実行していくという意味である。
　条例を制定する権能というのは、まさに、
団体自治、住民自治の発露である。自ら独立
した自治体として、多くは住民の代表である
市長が提案し、それを住民代表機関である議
会が議決してつくる立法である。さらに地方
自治法 1 条の 2 で、自治体は「住民の福祉の
増進を図ること」を基本にしており、地域に
おける行政を「自主的かつ総合的に実施する」
と規定されている。これも、地方自治の本旨
を意味している。「自主的」というのは、ま
さに団体自治を指しており、国や都道府県の
下ではない、という意味である。一方、「総
合的に」というのは、住民自治を意味する。
市長が代表者として様々なセクションを束
ね、そこで総合的に、縦割りではない仕事を
するという意味である。おそらくこの部分と
研究は、大きな関わりがあるだろう。以上の
ような自治体の位置づけがある。
　蛇足だが、地方自治法 2 条の 11 ～ 14 項に
ついても触れたい。11 ～ 13 項というのは、
2000 年の地方分権改革の際に追加された。
法律は国が定めるが、その法律の解釈運用は
自治体に任されており、それに基づいて仕事
をする。そして、14項に規定する費用対効果、
すなわち最小の経費で最大の効果を上げるの
が、自治体の役割・使命である。したがって、
2000 年以降、自治体は、独立して地域の独
自性を生かした政策をつくることができるよ
うになったということである。このことを確
認しておきたい。

（2）自治体職員の使命
　一方、自治体職員はどうであろうか。職員
の使命、役割となると、地方公務員法 30 条

には、職務の根本基準が定められ、ここで
は「公共の利益のために勤務する」となって
いる。先ほど、自治体の使命として、「独自」
にという話をした。一方で、実務を司る職員
は、公共の利益のために働く。それを担保す
るために、職員は服務の宣誓をしているはず
である。
　少し調べてみると、ほとんどの自治体の条
例に基づく宣誓書の文は同じである。その中
で、横浜市は特徴的な書き方をしている。「私
は、地方自治の本旨を横浜市において実現し
ていくためには、公務を民主的且つ能率的に
運営しなければならないという責務を深く自
覚するとともに、国民全体の奉仕者であると
同時に、とりわけ、横浜市民の奉仕者である
ことを認識し、法令、条例、規則及び規程を
遵守し、誠実且つ公正に、良心に従つて職務
を執行することを固く誓います。」（下線は編
集）とある。全体の奉仕者の意味は、特に自
治体として、という意味であろう。それから、

「法令」だけではなくて「条例、規則及び規
程を遵守し、」となっている。ここまで書い
ているのは珍しい。
　なぜ横浜市の例を挙げたかというと、二面
性があることを示すためである。公共のため
に、全体の奉仕者としての仕事をしつつ、か
つ、横浜市という地域のために、地域独自に、
という、両側面を自治体職員は担わなければ

図 1　自治体職員の使命の二面性

出典：報告者作成
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いけない、と表されているように思える。こ
のことを図式化したものが、図 1 である。
　ひとつは、地方公務員法の「公共のため」

「全体の奉仕者」となると、どこの自治体で
も同じサービスを均一的に、画一的に、とい
う国準拠、すなわち昔でいう通達、現在の通
知や技術的助言などに従っていくとなる。す
ると、どうしても広く国民全体が対象となる
ので、総花的に、あるいは画一的になってし
まう。これは、よくよく考えれば、分権以前
の自治体の位置づけであるように思う。
　一方、憲法及び地方自治法は、1947 年 5
月 3 日施行から 70 年以上経過している。通
底する地方自治の本旨とは、自主性・自立性・
総合性、そして、少ない経費でいかにこれを
満たそうかという費用対効果は、どちらも職
員のあり方につながる。つまり、独自性や差
異化、差別化が出てくる。

（3）自治体職員が調査研究することの意義
　この二面性を調和し、分権時代の自治体の
アイデンティティを発揮していくために、地
方分権と言われて久しい。現在使われる言葉
は「地方創生」「まち・ひと・しごと創生」「女
性の活躍」「働き方改革」と様々だが、これ
らは全部国が言っていることである。
　少し話がそれるかもしれないが、こういっ
たことがあるので、まち・ひと・しごと創生
総合戦略や人口ビジョンなどを、私はやはり
否定的に見ざるを得ないのである。2011 年
に、地方自治法が改正され、市町村の基本構
想策定義務が廃止された。つくるもつくらな
いも自由、つくったって、議決しなくたって
いいのである。神奈川県内の例で挙げるなら
ば、藤沢市は総合計画策定をやめている。小
田原市は策定しているが、基本構想自体を議
会の議決から外している。そのような取組み
が進んでいった。その取組み方への評価につ

いては置いておくとして、一方の、まち・ひと・
しごと創生や人口ビジョンというのは、国か
らの強制である。もっとも、国は強制ではな
いと言うだろうが、やらなければ交付金をく
れないのだから、事実上の強制であろう。
　言いたいのは、結局、独自・差異化が大切
だということである。これをやらなければ、
日本は潰れてしまう。896 の自治体が消滅
するという話もあれば、人口が 40 年後には
8,000 万人を切り、100 年後には 4,000 万人に
なるという話もある。だから、国の取組みは、
是としていいと思う。しかし、これに自治体
が実際に取り組むのは、国に言われているか
らだけではないはずであろう。自治体が、前
述した、独自・差異化の部分として取り組ん
でいくことである。それがもともと憲法で認
められていたのである。どのように自治体の
アイデンティティを発揮していくかと考える
とき、従来でいう政策の検討や実践という以
前に、研究というレベルが出てきてもいいの
ではないだろうか。

（4）自治体職員の研究志向を摘む元凶
　自治体シンクタンクの話を少しさせてもら
う。研究所、自治体シンクタンクは、1990
年代ぐらいからつくられ始める。社会に閉塞
感が漂い始め、自治体も何とかしなければい
けないという動きである。それから、おそ
らく、地方の時代などと言われたころから、
福祉自治体と言われたり、高度経済成長期、
1990 年代を迎えるに当たって、自治体職員
の自主研究という取組みがどんどん進んで
いった。
　私が気になっているのは、その自治体の自
主研究が、徐々に衰退、頭打ちになってきて
いる点である。研究所も自治体シンクタンク
も、廃止されたり、活動をやめたりしている
ところが少なくない。なぜなのだろうか。私
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が感覚的に感じた理由を挙げてみよう。感覚
的だから批判的な意見があっても構わない。
　自治体職員の研究志向を摘む元凶の一つ
は、研究する職員に対する周りのイメージで
ある。「仕事をしないで研究ばかりしている。
研究をやっていて、仕事をやっていないでは
ないか。研究と実務は違う。」といった考え
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と、私のように自治体職員から大学に移った
人もいれば、議員になった人、部長や局長に
なっている人もいる。しっかりと出世街道を
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治体の長も一緒に交流することによって、意
識も前向きに変わっていくのではないか。
　そして、他流試合の更に外延部分、すなわ
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で活躍する人たちなどとの触れ合いを広げて
いく。そうすると、また違う視野に立つの
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所属する関東学院大学で取り組まれているよ
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が一緒に入って、研究するという方法もある。
また、地元の商工会議所などでよくある異業
種サミットみたいなものに参加していく方法
もあるだろう。
　それから、条例をつくらなければできない
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己啓発等休業といった制度を使ったり、地元
に大学院などがあれば、夜間でも行けるとこ
ろもあるので、更に学びを深めていく。学ん
で研究していくというのは、確かに研究であ
るが、生涯学習、働き方改革、あるいは学び
直しとつながり、新しい生活のスタイルにも
なっていく。これからどんどん広がっていく
分野だと、私は思っている。
　市役所の派遣制度を使っても使わなくて
も、大学院に行くと、役所をやめて、研究者
になるという人も少なからずいる。役所に
とっては、例えば公費で大学院派遣というの
があるが、それで役所をやめてしまったら、
元も子もない。だから、このような制度をや
めようという、本末転倒の流れもある。
　いずれにしても、こうしたきっかけの支援
策が、やはり必要なのである。一番昔から使
われているのは、そういった自主研究に対す

るお金による支援、あるいは職務専念義務の
免除などによる時間的な支援である。そして、
研究をして、成果を上げていった職員を評価
するという処遇的な支援。それから、人的交
流機会を増やすという点が挙げられる。自治
体がシンクタンクをつくっているところは、
シンクタンク同士の連携もあるだろう。様々
なかたちの支援があると思う。日本都市セン
ターが主催している CR-1 グランプリも、支
援の一環であろう。
　もう一つ、とても大切なのは、研究、自主
研究などで出てきた成果は、研究で終わって
はいけないという議論である。それが成果と
して結びつくための一つの方法は、自治体に
よっては政策提案制度や自主研究成果の表彰
みたいなものがあるが、そこで認められた政
策提案、政策研究について実践する、実現を
担保するという支援である。それが、現実に
できるとすれば、組織、風土を変えていくこ
とになるだろう。
　ただ、これはこれで裏腹のところがある。
提案や提言が、上司に潰される。一方で、上
司を飛び越して、政策提案を市長から認めら
れ、採用されるケースが実際にある。これを
どう考えるか。組織のヒエラルキーを崩して
しまうのではないかという論もありうる。
　しかし、そういった仕組みを構築し、政策
研究が認められる組織になれば、自治体職員
の皆さんは頑張るだろう。両面があり、ここ
では結論が出せない問題である。
　総務部局的に言うと、それはできないよ、
という考え方になるのかもしれない。私も、
昔は行政管理課という総務部局のセクション
にいたので、そちらの考えもわかる。いずれ
にしても、先ほど言った成果が認められる、
実践されるというような支援をすることであ
る。提案したことが実現する。実現できる政
策があれば提案した側に対しては、それが顕
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在化する、認知されるという、名誉というと
変だが、やりがいになるのではないか。

（6）自治体シンクタンクのススメ
　時間的に踏み込んでお話をできないところ
があるが、私が申し上げているのは、杞憂な
のかもしれない。しかし、分権時代、あるい
は地方創生時代、人口減少時代に、自治体発
で、様々なアイデンティティを生かした政策
づくりが進められていくためには、職員のそ
ういう研究の土壌をしっかりと確保していく
とともに、その前提となるのが、自治体シン
クタンクのススメということで、最後の話に
移りたい。
　自治体シンクタンクとは、「一つの自治体
と密接に関係を持つ政策研究機関（シンクタ
ンク）」である。牧瀬稔先生は、『政策形成の
戦略と展開』において、「地方自治体の政策
創出において徹底的な調査・研究を行い、当
該問題を解決するために組織された機関（団
体）」と定義する。この牧瀬先生は、もとも
と横須賀市の都市政策研究所でシティプロ
モーションの研究員となり、その後いろいろ
な研究所を経た上で、去年の 4 月から私ども
の関東学院大学の教員になった方である。こ
ういう成長もあるのだと思うが、何にしても、
この方は今、全国各地の自治体シンクタンク
を支援している。
　自治体シンクタンクというのは、いろいろ
な形態がある。「自治体の政策創出において
徹底的な調査・研究を行い、当該問題を解決
するために組織された機関」が、目的どおり
的確に機能すれば、この効果は間違いなく高
い。しかし、冒頭の「自治体職員の研究の研
究志向を摘む元凶」として指摘したマイナス
イメージと同様のイメージが、なきにしもあ
らずなのかな、というところがある。
　自治体シンクタンクがつくられた経緯の多

くは、企画調整部門、企画部門である。鎌倉
市のように課として置かれるケースもある。
機関でなくて、事実上は課や組織である。そ
こに、「研究所」という名前を付けたり、課
長が「所長」であったり、形は研究所に見え
るのだけれども、実際には企画部門の組織で
あるという認識である。この認識は仕方がな
いが、これが植えつけられると、原課との対
立になる。
　総合計画の策定などを、もしこのシンクタ
ンクでやるとすれば、それは結局、企画調整
部門だろう。それが、名前だけ格好いいとこ
ろが担っていて、原課との関係が対立構造に
なる。そういうところもなきにしもあらずで、
活動が休止されてしまったり、元のセクショ
ンに戻ってみたりとか、企画調整課になって
みたりというところがある気がする。
　ある首長が、「手段を選ばず、政策実現を
目指す」と言っている。こういう時代、とに
かく手段を選ばず、政策実現を目指す。これ
は、為政者としてすばらしい言葉だと思う。
でも、手段を選ばないでやっていいのだろか。
　とにかく言いたいのは、政策を実現すると
いうことだろう。そのためには、どんな方法
を使ってもやるのだという強い意志である。
政治家はそれでいい。でも自治体シンクタン
クは、政策を実現させるためだけにあるので
はなく、手段を選ぶ、あるいは手段を「創る」
のではないか。そして、これで政策実現を進
めるための原動力となるのが、自治体シンク
タンクの位置づけだと、私は思っている。自
治体シンクタンクは、これまでいろいろな形
でつくられてきた。しかし、ここに立ち返ら
ないと、普通のセクションの一つにしか届か
なくなってしまう。だからこそ、この点をす
ごく重要視する。これは最後に申し上げてお
きたい。
　かなり乱暴な言い方もいくつかあったの

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス

Copyright 2018 The Authors, Copyright 2018 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



134 都市とガバナンス 30

都市自治体の調査研究活動
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という自覚を持つべきか。いろいろな若い人
たちが成長してきている中で、どうだろうな
とも思った。
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のであった。当初から研究員が 2 人いて、1
人の研究員が 2 年間かけて研究している。研
究のテーマは、市からいくつか候補が出され、
それを所長である私も一緒に検討し、決めて
いる。
　岩手県立大学というのは、どちらかという
と郊外にあり、少し不便な立地であるが、非
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倉原教授　今のところ、私 1 人である。
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テーマを持って取り組んでいるときに、関係
があれば、他の教員が関わる場合があるのか。
倉原教授　大学内の人材やテーマをうまく

コーディネートするのが所長ではないかと思
う。私は、建築都市計画分野の出身で、広く
まちづくりについて、実践と研究と同じよう
なスタンスでやっている。求められるテーマ
と近い部分があるので、アドバイスできると
ころは、アドバイスしている。一方で、全く
これはわからない、というような場合は、学
内のいろいろな人たちを結び合わせている。
出石教授　関東学院大学も似たような制度が
ある。近年、大学内の研究所は増えてきてお
り、その最先端を行かれたのが、盛岡市のま
ちづくり研究所ということであろう。
中山氏　私は今の政策創造課に配属されて、
2 年目であり、その前は子ども関係の部署に
いた。人事異動で政策創造課への配属を知っ
た時には、生まれて初めてひざから崩れ落ち
るくらい驚いた。政策創造課が、庁内でなに
をやっているのかがわからない課のナンバー
1 だったからである。イメージとしては、す
ごく難しいことをやっている課で、行ったら
一番しんどいと思っていた。
　この政策創造課は、市長が公約に掲げて、
2011 年にできた庁内のシンクタンクである。
もともと庁内には研究機関のようなものはな
く、企画系のセクションが行っている場合が
多かった。しかし、企画系のセクションは、
総合計画の作成や、様々な新しい業務に忙殺
され、落ち着いて研究できないという課題が
あった。このような状況の自治体は多いので
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から研究を切り出して特化するための特命担
当ということで、市長の肝いりでできたので
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ついて、事例を調べたり、どのように実現す
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がってきており、相談を受けることが多い。
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最近は、研究機関というよりは、何でも屋か
つ庁内コンサルをやるようなイメージであ
る。
　課内はフリーアドレスで、自由に座れるよ
うになっているので、いろいろな課の人がふ
らっと来て座って、会話していったりする。
副市長もよく訪ねてこられるが、そのときに
言われるのが、「おまえらは、自由に遊べ」
である。市役所の中で、唯一チャレンジでき
るところだから、それで何か少しでも還元し
てくれればよい、という形では言われている
ので、トップ 2 人のバックアップは得られて
いる。この点、少しやりやすいようには感じ
ている。
出石教授　政策創造課は、大学や市民等との
外部的な関係はないのか。
中山氏　鎌倉市内には大きな総合大学がない
ので、大学との関係をどうつくっていこうか
という問題はあった。外部の有識者の先生を
委員として招き、その方が所属している大学
を通じて、ネットワークをつくり、共同研究
のようなことをやっている。大学との関係は
密である。
出石教授　私も委員を務めている。関東学院
大学に設立する地域創生実践研究所に職員を
派遣してもらえるよう、鎌倉市に声もかけて
いる。ところが、大学に派遣するとなると優
秀な人材になってしまうため、職場にとって
も重要であり、なかなか出してもらえないよ
うである。
中山氏　今年 9 月に、関東学院大学と包括連
携協定を締結し、お互いに人材交流をやって
いこうという話があるが、具体的に動いてい
くのはこれからだろう。
植木氏　まず熊本市の都市政策研究所の概要
について、お話しする。熊本市は局制を使っ
ているが、我々の研究所は、どこの局にも属
さない。市長直属で、所長と我々がいる組織

である。このような研究所にしたのは、全庁
横断的に多様な議論ができるようにするため
であり、設置当初からの位置付けであった。
　研究所の設置のきっかけとなったのは、
2012 年 4 月の政令指定都市への移行である。
政令市になったからには、これまで以上に、
自らの責任の中で行政サービスを行うため、
中長期的なまちづくりに資する研究を行うと
ともに、職員の政策立案能力を高めるという
目的で設立に至った。
　東京農業大学名誉教授 蓑茂壽太郎先生を
所長に招き、所長以下 8 名の職員という体制
である。職員は、私のほかに 3 名の研究員と、
博士号を持っている全国公募の任期付き研究
員が 3 名いる。2012 年 10 月に研究所を設立
したので、設立からちょうど 5 年が過ぎたと
ころである。
　研究の取組みとしては、まず、スタート研
究という位置づけを行った。本研究所のス
タート研究は、熊本の将来を考えるため、ま
ずは、熊本がどういう特色のある都市だった
のか、どのような歴史を持っているのかとい
う地域認識、歴史認識をはっきり捉えておこ
うということからはじめた。
　熊本市は 1889 年に市制施行された。人口
4 万人の都市から始まり、当時軍都として発
展し、同時に商業も発展していった歴史をた
どりながら、熊本市という地域がどのように
拡大していったかを調査した。
　熊本地震については、実際に地震がくるま
で、熊本にはもう地震はこないだろうという
甘い認識があった。しかし、歴史を紐解く
と、1889 年の熊本市の市制が始まったとき
に、大地震があったことがわかった。新聞社
の創始者、水島貫之が当時の記録『熊本明治
震災日記』を残している。しかし、漢文調で、
句読点もなく、現代人には読みにくいため、
市民から忘れ去られていた記録だった。こう
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いったものを掘り出し、現代語訳を行い、現
代によみがえらせ、未来につなごうという研
究もやっている。
　研究分野としては、博士号をもつ研究員の
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いった研究成果は現在論文として 30 本近く
あるが、すべて『熊本都市政策』という冊子
に収録しており、4 号まで発行している。
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である。
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こで、職員研究員は、通常の人事異動ではな
く、庁内公募という形をとっている。職員の
中から希望者を募って、動機や研究したい内
容を書いてもらい、所長と私と人事課長が面
接をする。そして配属職員を決めていくとい
うスタイルをとっている。
　通常の人事異動だと、研究に触れた経験の
ない職員が配属される可能性がある。能力は
あっても論文を見たことがない、読んだこと
もないとか、なにをリサーチして、どうまと
めていくかわからないといった場合がある。
配属される職員には、そういったものがある
程度最初からあって、なにを研究したいか定
まっていないと進まない。あくまでも人事異
動になるので、5 年も 10 年もいることがで
きるわけではなく、研究のために時間を有効
に使うためにも、モチベーションを持った職
員であることが必要と考えている。
出石教授　応募者は何人くらいいるのか。
植木氏　2013 年 4 月 1 日から専任職員をお
いたが、このときは 2 名を庁内公募で募集し、
5 名前後の応募があった。その後も、1 ～ 2
名の枠に、4 名前後の応募があるという状況
である。
出石教授　講演の中でも言及したが、研究す
る職員が否定的にとられるケースもある。こ
のような形で公募して、優秀な方をとるとい
うのは、モチベーションになるし、いいステッ
プアップだと思うが、一方で異動したいがた
め、今の部署にいたくないがために、これに
手を挙げるという可能性はないだろうか。
植木氏　そういう応募者もいるかもしれな
い。しかし、どのような研究をしたいのか、
どの程度研究に関心を持っているのか、面接
を行い、突き詰めていく。実際に面接に来る
職員は、強く研究したいと考えているものが
多い。
　また、3 人の職員研究員のほか、職員併任

研究員制度も設けている。これも応募制だが、
専任ではなく、自分の職務に所属しながら、
所属に関係する分野の課題を併任で研究する
という制度を並行して行っている。併任研究
員については、地震の復興事務の関係で、今
年と去年は採用できなかったが、こういった
制度を取り入れながら、職員の研究の芽を伸
ばしているという状況である。
倉原教授　盛岡市からの職員の派遣は、主任
から課長補佐級まで、30 歳前後以上を対象
とした公募制になっている。選定は、庁内で
面接が行われる。ただ応募人数や面接の基準
は、あやふやなところがあるようだ。実感と
しては、岩手県庁は、優秀な人は外に出せな
いというところがあるのかもしれない。一方、
盛岡市の場合は逆に、優秀な人が選考されて
いるように思う。要は、市としてより具体的
なテーマに絞られて、それを実現するために
ということで、研究所員が選ばれているので
はないだろうか。
　私はモチベーションのある方にはどの部署
からも応募してほしい。しかし、おそらく行
政は、具体的なテーマで、より優秀な人を出
したいと考えている。すると、公募という枠
組みの中ではどうしても分野上、外れてしま
うところがあるのではないかと懸念してい
る。
出石教授　手が挙がっても、その職場で離し
たくないと、「おまえ手を挙げるなよ」とい
うケースがありそうだが、人気があるのか。
倉原教授　内部事情はわからないが、こんな
難しいテーマで応募してくれる人が、一人で
もいるのかな、と思うときもある。
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出石教授　それでは、単なる職員ではなくて、
研究員として育成するにあたり、どのような
取組みをしているか、あるいは育成の課題な
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どがあれば伺いたい。
倉原教授　私自身の経験では、職員の皆さん
は優秀だと思う。とりわけ、情報収集能力、
行動力、分析力が優れている。それゆえ、自
分の分野ではありがたがられるが、それ以上
に、他の分野との調整が必要だと感じる。研
究所員が自由に振る舞えるような環境、状況
をつくることが大事ではないだろうか。
　さらに言えば、研究というのは、2 年間で
は無理である。本当の研究というのは、それ
を具現化するところが大事ではないかと思
う。研究期間としては 2 年だけれども、研究
のフィールドあるいは具現化の場として実務
の場がうまく結びつくような、そんな形を仕
組むべきではないか。
出石教授　研究活動に触発され、2 年の派遣
後に役所をやめて研究者になった職員や、役
所に戻った後の成果が見えた事例などはある
か。
倉原教授　様々な方がいるようである。「い
やあ、俺、こんなことをやっていると飛ばさ
れちゃうよな」と言う人や、本当はこの道で
行きたいのだということを聞いたりもする
が、資料を見る限りでは、割とすんなりおさ
まっている、ちゃんと人事されていると改め
て感じた。
出石教授　これは先生には聞きにくいが、逆
に、そういう自治体職員が研究員として来て、
一緒に研究する中で触発されたとか、勉強さ
せられた、といったところはあるか。
倉原教授　たくさんある。知識や技術の点
で、「ためになるな」というのがある。例え
ばフィールドとしても、市内のことはいろい
ろご存じだし、行政内部で、部署間の調整も
できる。研究対象あるいは研究分野として、
照会などもスムーズにでき、個人としては非
常にありがたい。
中山氏　まず、取組みとして実際やっている

のは、研修やセミナーなど、ひたすら外部に
出て、とにかく学んでくる、ということであ
る。担当課にいると、業務に忙殺されていて
時間が取れないが、シンクタンクではその時
間を確保できる。
　2 点目は、課単位の組織としてどのように
育成していくかという話である。私たちは、
とにかく課内のメンバーでひたすらディス
カッションする時間が多い。何か課題がある
たびにみんなで話すと、どんどんアイディア
が高まり、結果として個人もスキルアップし
ていく。研究の質も上がる。
　3 点目は、先ほど庁内コンサルの話をした
が、私たちにも庁内の業務は把握できていな
い。その中で、相談が来てしまう。いろいろ
な課と一緒に仕事をする中で、総合力が何と
なく上がっていき、質が担保されているとか、
育成されていると感じている。
出石教授　総合力がアップしていくというこ
とで、人事異動で原課に戻ってからは力が発
揮できるのか。
中山氏　現実には、現場に戻ってがしがし進
めようとしている職員がいるが、原課はケー
スとか知識量に大きな差があるので、スピー
ド感が異なる。ただ、この点については、10
年ぐらいのスパンで見て、そういう人間を将
来増やしていくしかないのではないかと話し
ている。
出石教授　それが市長の狙いなのかもしれな
い。短期間で職員を動かすことで、どんどん
そういうスキルが少しずつ上がった人が増え
ていく。
植木氏　当初から、職員研究員が 3 名、任期
付きの博士号を持った研究員が 3 名という形
でやっていた。私たち行政職員は、経験豊富
で、どこに課題があるか見つけ出す能力は非
常に高い。しかし、どこが問題点でそれを掘
り下げて、解決策をどう見つけるかとなると、
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やはり体系的、学術的に勉強してきた博士研
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○研究所と市民の関わりについて
出石教授　自治体シンクタンクには、市民研
究員が入っていたり、市民とのコラボするよ
うなところもあると聞いている。みなさんの
研究所、課における市民との関わりや、市民
との接触について伺いたい。
倉原教授　市大学との共同研究として、演習
や実習を職員や研究員の方に自分の研究とし
てやっていただくと、非常に助かる部分があ
る。しかも、いい実習、授業になる。学生に
とっても、見慣れた教員ばかりではなく、外
部の方と接するのは、刺激になると感じてい
る。研究員にとっても、若い人の声を聞きた
いという場合、学生との接点が多々ある。ま
た、一緒にフィールドに出て研究するので、
物理的に市民との接点ができる。
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た。協力者として記載しているが、市民協働
のような形をとったものである。
　当研究所には、市民研究員のような制度は
ない。先ほど 21 回の講演会を開催したと話
したが、これは職員だけではなく、事業所の
方、市民の方等々にも、お声がけをしている。
そこで、何十人という方々に来ていただいて
いる。昨日も講演があったのだが、市の職員
100 人のほかに、市民や企業の方々 100 人程
が参加されていた。
　また、講演会の最後の部分に 15 分間だけ
時間をいただいて、研究員の研究の中間報告
もしている。さらに、講演会の後には必ず講
演者を囲んだ意見交換会を行っている。この
意見交換会の場で、今日の講演はこうだった
とか、研究員による研究の中間報告はよかっ
たとか、ここが物足りなかったとか、そういっ
た意見をお聞きしている。また、この場を利
用して様々なネットワークを築くこともでき
るため、研究所としては、ここが一番市民の
方々との関わりが大きいと思う。

○意見交換
質問者　私の研究所では、人数がかなり少な
くて、研究員で実際に研究を行っているのは
一人である。実際には、ほかの業務があり、
研究をする時間がなかなか取れないというジ
レンマがある。
　皆様の研究所でも、当然研究以外の業務が
あると思うが、どのように研究の時間をつ
くっているのか教えていただきたい。
植木氏　職員は、庶務的な業務もやらざるを
得ず、やはり大変である。研究所は残業がな
いと思われがちだが、残業しながら、少しで
も時間をせり出して、庶務的な業務もし、研
究の時間も生み出しているのが現状である。
特に現在は、熊本市は震災復興に重点的に職
員を充てているので、非常に厳しい状況であ

る。
中山氏　私どもも同じ状況で、課内でどうし
ようかと話している。2つ考えていて、1つが、
出社すると、どうしてもいろいろな仕事が来
てしまうので、交代制で、家で仕事ができな
いか、つまりテレワークを導入するという案
である。
　2 つ目が現実的だと思うのだが、新しい仕
事が入ってきたときに、上司に状況を説明し、
既存の仕事か新しい仕事か、マンパワー的に
どちらか一方しかできないのであれば、どち
らかを選択していくしかない。
出石教授　2 つ目の案は、一つ間違うと、研
究所が潰れる可能性もあるから難しいところ
である。
植木氏　私たちのところでは、博士研究員も
いるので、事務は職員が担当している。勤務
時間も職員が長いので、お互い補いながら、
個人研究もやれているという状況である。
倉原教授　どちらかというと、庁舎から離れ
て自由にやっているような気がする。ただ、
実際はいろいろあるのだろうなと思う。本来
の庁舎の仕事を研究の中に、具体的に埋め込
むように、という圧力とは言わないが、その
ような葛藤が。真面目に受けとめる方は、研
究そのものが仕事のまとめになって苦しんで
いるかもしれない。
出石教授　大学も実は、事務はある。しかし、
研究しかできない先生、学内の仕事をやらせ
たら、穴をあけるばかりでやらせられない先
生もたくさんいる。両立できる先生が、やは
りしっかりとした先生なのである。
　自治体のシンクタンクで職員がその研究を
する以上、研究だけに没頭するというのは許
されないと私は思う。仮に大学に派遣されて
いたとしても、そこを両立できる人が、初め
て研究をやっていると言えるのではないだろ
うか。
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○まとめ
植木氏　人材育成という観点がテーマだった
と思う。熊本市は職員公募で行うが、職員
は 3,4 年ぐらいは研究所にいるという気持ち
でやらないと研究成果も上がってこないと思
う。
　ただ、せっかくここでキャリアを積んでも、
その後に異動した先が研究テーマと関係ない
部署に行く場合がある。そこの仕組みづくり
をきちんとしないと、職員のモチベーション
も上がらないのではないだろうか。
　特に事務系職員の場合は、自分の関心のあ
るテーマで一生懸命研究したとしても、全然
それと関連しない部署に異動したりするの
で、身に着けた知識等が全く使えなくなる。
その点、技術系職員は、異動先も大体その専
門に限定される。そのようなことを思うと、
研究員の異動は、技術系職員のほうがいい場
合もある。
　やはり、人事異動に関する部分は、考えて
いく必要があると思っている。
中山氏　自治体シンクタンクの職員の専門性
の話があった。私たちの課は事務分掌上、自
分たちだけではなくて、全庁的な職員の政策
形成能力を底上げしていく役割も求められて
いる。結局、数名の職員のスキルが上がって
いっても、なかなか難しいところもあり、ど
のように取り組んでいくか試行錯誤している
状況である。
　ただ、自分たちが得たものをどのように組
織に還元して、組織の中で蓄えていくかとい
う視点は、引き続き考えていかなければいけ
ないとも思う。このようにシンクタンクの皆
さんが一堂に会する機会は限られているの
で、今後も情報交換や、事例の共有ができた
らいいな、と個人的に感じている。
倉原教授　職員の方が、現場に戻りたがると
いう話があった。僕自身感じるのが、職員の

皆さんは最後に優秀な研究報告を作成する。
これはもったいないと内部で話しており、例
えば学位授与とか、職員のメリットもないと
よくないと思う。ただ、私が接している人
は、学位よりも、むしろ自分は職務を全うし
たいのだという情熱が高い、志が高いなと感
じる。逆に、情熱の高さを刺激されながらも、
あまり無理がないように、あるいは時々遊ん
だほうがいいのではないかとも思うところで
ある。
　先ほど熊本市の成果物を見せていただいた
が、私たちも研究成果として報告書を出して
いる。しかし、おそらく市民の方々はあまり
見ないような研究成果になっていると感じ
た。熊本市にご提示いただいた研究成果は、
市民に本当にわかりやすい、開かれたもの
だった。研究成果は市民に開かれるべきだし、
これが市民との関係づくりを育んでくれるの
かなとも思った。
　いろいろな分野、いろいろな地域で縁をつ
ないでいくということは、知識も、自分の研
究ややる気も触発してくれると思う。こうい
う場もそういう縁を育む仕組みの一つであろ
う。研究、あるいは研究所というところも、
研究だけでなく、様々な縁を育むような場に
なることが大事なのかもしれない。
出石教授　最後に私からも申し上げたい。自
治体シンクタンクの位置づけ、意義をぜひ皆
さんに発揮していただきたい。一つは、単な
る企画調整部局ではなく、大学で行う研究と
もまた違うということである。実践につなが
る研究を、行政の中から少しだけ独立した立
場で取り組んでいく。それで成果を上げると
いうのが、自治体シンクタンクの使命ではな
いかと思う。その中ですばらしい成果をどん
どんと各自治体シンクタンクが上げていくこ
とで、更に認知されていくのではないだろう
か。
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の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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